
 

 

 

救急法講習会の実施について 

 

大宮遊技場組合（密山組合長）会及び浦和西遊技業組合（藤田組合長）では、日本赤

十字社埼玉県支部の協力を得て、店舗従業員に対する救急法講習会を実施しました。 

 

記 

１ 実施日 

令和8年2月6日(金) 

２ 実施場所 

埼玉県遊技会館 

３ 受講者 

大宮遊技場組合及び浦和西遊技業組合傘下の店舗従業員等18名 

４ 実施状況 

日本赤十字社埼玉県支部の職員を講師に迎え、訓練人形を使用して心肺蘇生及び

AEDの使用方法について実践的な指導を受けました。受講した店舗従業員からは「万

が一の時に自信をもって対応できる。」との声が多数聞かれ、有意義な講習会となり

ました。 


